
 
 
 
 
 
 

「量の見込み」の具体的算出方法について 

資料３－３ 



◆「教育・保育の量の見込み」の具体的算出方法について 

(国の手引きより） 

 

１ 家庭類型を算出 

 ニーズ調査結果の父母の有無と就労状況などから、「現在の家庭類型」及び「母親

の就労希望を反映させた潜在的な家庭類型」を、それぞれの年齢区分（①0歳～就

学前、②0歳、③１・２歳、④3歳～就学前）ごとに算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育・保育の利用意向を算出 

  関連する設問の回答状況から、利用意向（＝利用意向率×利用意向頻度）を算出。 

 

３ 量の見込みを算出 

（１）人口を推計（本市ではコ―ホート変化率法により推計） 

（２）１～３号認定の対象となる潜在家庭類型から家庭類型別児童数を算出し、量の

見込み（＝潜在家庭類型別児童数×利用意向率）を算出。 

 

（対象となる家庭類型：平日日中の教育・保育） 

≪０歳、１・2歳≫ 

〈３号認定〉認定こども園・保育所＋地域型保育→タイプA・B・C・E 

≪３歳～就学前≫ 

〈２号認定〉認定こども園・保育所・幼稚園  → タイプA・B・C・E 

〈１号認定〉認定こども園及び幼稚園 → タイプＣ´・Ｄ・É ・F 

  

※ 国の手引きは、量の見込みの標準的な算出方法が示されており、必要に応じて、

地域の実情を踏まえ、社会的流出入等を勘案することができるとされている。こ

の場合、地方版子ども・子育て会議においてその算出根拠を調査審議するなど、

透明化を図ることとされている。 

タイプA ＝ひとり親 

タイプB ＝フルタイム×フルタイム 

タイプC ＝フルタイム×パートタイム(※１) 

タイプ Ć ＝フルタイム×パートタイム(※２) 

タイプD ＝専業主婦(夫) 

タイプE ＝パート×パート(※１) 

タイプ É ＝パート×パート(※２) 

タイプF ＝無業×無業 

類

型 

（※１）月120時間以上＋ 

下限時間～120時間の一部 

 
（※２）下限時間未満＋下限時

間～月120時間の一部 



教育・保育の量の見込みの算出にあたっての考え方(案) 

 

 
○ 教育・保育提供区域の設定に関する事項 

  １号認定・・・全市域 

  ２号認定・・・行政区を基本 

  ３号認定・・・行政区を基本  として提供区域を設定する。 

 

○ 各年度における教育・保育の量の見込み 

 ・ニーズ調査結果を、国の手引きに基づき算出した教育・保育の量の見込み（暫定案）

については、次の点を勘案して補正を行う。 

 

 １ 量の見込みの算出にあたり、ニーズ調査に表れないニーズを一定反映 

   ・現在予測不可能な保育ニーズへの対応 

     例）家族の介護や疾病、母親の出産等   

児童数に０歳、１・２歳―１０％  ３～５歳―５％ を上積み 

  

 ２ 潜在的保育ニーズは、段階的に出現すると予測されることから、平成３０年度当

初をめざして、伸び率を平均化して算出。 

     

 

 ※１ 今回算出した量の見込みは、全市域におけるニーズ量(暫定案）であり、その

旨を付して大阪府に報告を行う。今後、行政区ごとに算出する予定であり、量の

見込み（暫定案）については変更もありうる。 

※２ なお、「教育・保育の提供体制の確保の内容」及びその「実施時期」について

は、次回以降に議論 



じっせｋ 
 
 ・保護者の労働時間、その他の家庭の状況等を考慮して、通常の保育時間を超えて保育を行う事業。 
  

時間外保育事業（延長保育事業） 

 
・２５３か所（平成２６年度） 
（参考）２１年度 ２１６か所 
  

 
 ・２５４か所  登録児童数 ６,６３８人    ※大淀保育所は、延長・夜間の２か所で計上 

 （内訳） ３０分延長 １３か所、１時間延長 ２０７か所、２時間延長 ２０か所 
      ３時間延長 ３か所、４時間延長 ８か所、５時間延長 １か所、 

６時間延長 ２か所、１３時間延長 １か所 

◆現行計画における目標 ◆ 実 績（平成２４年度） 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・タイプＡ・Ｂ・Ｃ・Ｅ     （２）対象年齢・・・０歳～５歳以下 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、平日定期的に利用したい教育・保育の事業に回答したもののうち、認可保育

所からベビーシッターサービスまでのいずれかを選択し、かつ、利用希望時間が１８時以降の者の割合を算出。 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数（人）×潜在家庭類型（割合））×利用意向率（割合）で、量の見込みを算出 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   行政区を基本 
・量の見込み  ８,２９８人 
       （平成３１年度） 

量の見込み（暫定値）  
・時間外保育の時間設定について、現行計画と同様、利用希望時間を「18 時
半以降」として算出した。調査結果では、帰宅時間と希望終了時間とが合致し

ていない割合を除いて算出した。 
 

本市の算出の考え方 



  

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・タイプＡ・Ｂ・Ｃ・Ｅ     （２）対象年齢・・・４歳・５歳児 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、放課後の時間を過ごさせたい場所で、児童いきいき放課後事業及び留守家庭

児童対策事業を選択した割合を算出。(低学年・高学年別に算出) 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数（人）×潜在家庭類型（割合））×利用意向率（割合）で、量の見込みを算出 
 

量の見込みの算出 

 
・提供区域     市全域 
・量の見込み  ３８,１４３人(平成 31年度) 
      低学年  ２４,７０９人 

高学年  １３,４３４人 

量の見込み（暫定値） 

 
 ・共働き家庭など留守家庭の児童に対して、学校の余裕教室などで放課後の適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る。 
  

放課後児童健全育成事業 

 
 ・児童いきいき放課後事業  ２９８か所   登録児童数  ６０,２５５人 
 ・子ども家事業        ２６か所   登録児童数   １,２６０人 

 ・留守家庭児童対策事業    ９２か所   登録児童数   １,８８７人 
 

◆ 実 績（平成２５年４月１日現在） 

 
・国の手引きに基づき、本市の事業である児童いきいき放課後事業の利用意

向と、留守家庭児童対策の利用意向を各々算出し合算した。 
 ３８,１４３人の内訳    

いきいき放課後事業 ３４，６２７人(低学年２２，３３６ 高学年１２，２９１) 

   留守家庭児童対策事業 ３，５１６人(低学年２，３７３ 高学年１，１４３) 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・保護者が、疾病・出産等の理由により、家庭において子どもの養育が困難になった時、１週間以内を原則として、乳児院・児童

養護施設で子どもを預かり、子育てを支援する事業。 
  

子育て短期支援事業（子どものショートステイ事業） 

 
・１２か所（平成２６年度） 
  

 
 ・１２か所   利用延べ人員   ３００人 

利用延べ日数  １,４４５日    

◆現行計画における目標 ◆ 実 績（平成２４年度） 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・全ての家庭類型     （２）対象年齢・・・０歳～５歳以下 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、泊りがけの預け先に回答した者のうち、『ショートステイを利用した』及び『こ

どもだけで留守番をさせた』と回答した者の割合及び平均日数を算出。 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数(人)×潜在家庭類型（割合））×（利用意向率（割合）×利用意向日数）で量の見込みを算出 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  １,３５３人日 
        (平成３１年度) 
        

量の見込み（暫定値） 

 
・国の手引きによる手順のうち、利用意向率については、泊まりがけの

預け先に回答した方のうち、緊急時等に、親族等にこどもを見てもらえ

る場合を除いて手順どおり算出。 
 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備するため、公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、

子育て中の親子の交流・育児相談等の事業や、子育て関連情報の提供などを実施。 
  

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・つどいの広場） 

 
・１０５か所（平成２６年度） 

 

◆現行計画における目標 
 
 ・１０１か所  利用延べ人員(保護者・児童)  ８０４，２６２人 

     

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   行政区を基本 
・量の見込み  ６７,４９２人日／月 
         (平成３１年度) 
        

量の見込み（暫定値） 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・全ての家庭類型     （２）対象年齢・・・０歳～２歳以下 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、地域の子育て支援拠点事業の利用状況に関する質問に対し、『利用している』

『今後利用したい』と回答した者の割合及び『今後利用日数を増やしたい』と回答した者を含めた平均利用回数を算出。 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数(人)×潜在家庭類型（割合））×（利用意向率（割合）×利用意向回数）で量の見込みを算出 

 
・国の手引きによる手順のうち、利用用意向回数については、実績をふま

え、１人・１月あたり４回として算出。 

本市の算出の考え方 



 

   

 ・地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間終了後に希望する者を対象に行う預かり保育。 

幼稚園における在園児を対象とした一時預かり事業（預かり保育） 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  ６８，８５６人日 
        (平成３１年度) 

量の見込み（暫定値）  

・国の手引きに基づき算出 

本市の算出の考え方 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・C’・D・E’・Ｆ     （２）対象年齢・・・３歳～５歳以下 
（３）「量の見込み（人日／年）」＝「家庭類型別児童数（人）」×「利用意向」 
   ・「家庭類型別児童数（人）」＝「推計児童数（人）」×「潜在家庭類型(割合)」 
   ・「利用意向」＝ニーズ調査により把握した不定期事業利用意向の平均日数（年間） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業。 
  

一時預かり事業 

 
・７５か所（平成２６年度） 

 

◆現行計画における目標 
 
 ・６３か所   利用延べ人員  ２９，２９０人 

     

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   行政区を基本 
・量の見込み  ４１,５５５人日 
        (平成３１年度) 

量の見込み（暫定値） 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・全ての家庭類型     （２）対象年齢・・・０歳～５歳以下 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、『不定期事業の利用意向』に回答した者のうち、『利用したい』と回答した者

の割合及び平均日数を算出。 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数(人)×潜在家庭類型（割合））×（利用意向率（割合）×利用意向日数）から『1号認定による
利用意向日数』と『ベビーシッター』『その他』の利用日数を減じ、量の見込みを算出 

 
・国の手引きに基づく算出数から、ファミリー・サポート・センタ

ー事業の算出分について除外。 
 （ファミリー・サポート・センター事業分は別途算出） 
 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・保育所に通所している児童が病気の回復期等であることから、保育所等での集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務等により家庭で保

育ができない期間、昼間その児童を預かることにより、子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図る。 
 

病児・病後児保育事業 

 
・３６か所（平成２６年度） 

 

◆現行計画における目標 
 
 ・３０か所   利用延べ人員  １０，９１０人 

     

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  ４０，９５３人日 
         (平成３１年度) 

量の見込み（暫定値）  
・国の手引きによる手順において、父母が休んだと回答したものの

うち、緊急時に、親族等にこどもを見てもらえる場合を除いて手順

どおり算出。 
 

本市の算出の考え方 

≪国の手引きによる手順≫ 
（１）対象となる潜在家庭類型 ・・・タイプ A・B・C・E   （２）対象年齢・・・０歳～５歳以下 
（３）利用意向率・・・上記（１）（２）の対象者で、父母が休んだと回答した者のうち、『病児・病後児保育施設等を利用したい』

及び『病児・病後児保育を利用した』又は『子どもだけで留守番させた』と回答した者の割合及び『できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい』『病児・病後児保育を利用した』『子どもだけで留守番をさせた』と回答した者の平均日数を算出。 
（４）家庭類型別児童数（推計児童数(人)×潜在家庭類型（割合））×利用意向（利用頻度×利用意向日数）で量の見込みを算出 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・子育ての援助を提供したい方（提供会員）と援助を依頼したい方（依頼会員）とを組織化し、相互援助活動を行うことにより、仕事と

子育ての両立支援を図るとともに、市民参加による協同の子育て支援を通じて地域コミュニティの形成と地域安全ネットの充実に資す

る。 
  

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 
 ・２４か所（全区）の設置   
・登録会員数  提供会員 １，３４０人 依頼会員 ４，０５４人 
        両方会員  ５７９人（平成２５年３月末現在） 
・活動件数   ２５，８７１件 

◆ 実 績（平成 24年度） 

量の見込みの算出 

 
・２４か所（全区）の設置 

◆現行計画における目標 

≪国の基本指針（案）における規定≫ 
 ・ニーズ調査により把握した、子どもを一時的に第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を定期的に利用した場合を除く）の実

績に基づき、一時預かり等の他の事業による対応の可能性も勘案しながら、計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定

すること。 

 
・現在の実績をもとに、人口推計と、過去２年間の伸び率を踏まえ

て算出。 

本市の算出の考え方 
 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  ２６，４１９人日 
        (平成３１年度) 

量の見込み（暫定値） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 子どもや保護者が、認定こども園・保育所・幼稚園での学校教育・保育や、一時預かり、放課後児童クラブ等の地域子育て支援事業の

中から適切なものを選択し円滑に実施できるよう、身近な場所で支援を行う。（新規事業） 
  

利用者支援事業 

 
 本市では、当該事業としては実施していないが、保育所・幼稚園及び子育て支援事業など

に関する情報提供は各区子育て支援室において実施。 

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

≪国の基本指針（案）における規定≫ 
 子ども・子育て支援に係る情報提供、相談支援等の利用希望に基づき、子ども又は子どもの保護者の身近な場所で必要な支援を受

けられるよう、地域の実情、関係機関との連携の体制の確保等に配慮し、計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定す

ること。 

 
・提供区域   行政区を基本 
・量の見込み   ２４か所 
      （平成３１年度） 

量の見込み（暫定値）  
・各区役所での情報提供に加え、最低でも各区１か所で利用者支援

事業を実施できるよう、今後検討を行う。 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・医療機関等で受診する妊婦の健康診査費用を公費で負担することにより、妊婦の経済的負担を軽減し、受診の促進と、妊婦の健康管理

の向上を図り、妊婦がより安全に安心して妊娠出産できるよう支援する。 
  

妊婦健診事業 

 
 ・公費負担回数  １４回  ・公費負担金額  ９９，８１０円以内  ・延べ受診人数 ２８５，３３２人 

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

≪国の基本指針（案）における規定≫ 
母子保健法に基づき厚生労働省が定める「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」及び各年度の「妊娠届出件数」を勘案

して、計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定すること。 
 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み ３０４，５４５人回 
     （平成２７～３１年度） 

量の見込み（暫定値） 
 
・本市の実績値 ①妊娠届出数×②公費負担健診回数（１４回）×③健診実施率 
で量の見込みを算出 
 ただし、計画期間中の各年度について、数値変更がないものとした。 
① 妊娠届出数＝各区保健福祉センターに届出された妊娠届出数の年間合計数 
  年間届出件数（推定） ２５，７００件 

② 公費負担健診回数＝ 妊婦一人あたりの健診回数（１４回） 
③ 健診実施率＝ 公費負担対象の健診回数（１４回）に対する実際の健診回数 

 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・保健福祉センターの実施する３か月健康診査を受けるまでの乳児のいる家庭に対し、助産師又は保健師が家庭訪問により養育環境を把

握し、育児不安の軽減に努め、必要な保健指導を実施する。 
 
  

乳児全戸訪問事業 

 
 ・出生数   ２２，７６３人  
・訪問人数  １８，３４６人(訪問率 ８０．６％) 

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

≪国の基本指針（案）における規定≫ 
出生数等を勘案して、計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定すること。 

 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  １８，５７５人 
      （平成３１年度） 

量の見込み（暫定値） 
 
・本市の出生数（推計値）に対し、目標訪問実施率（８３．０％）で量の見込みを算出 
 （こども青少年局平成２６年度運営方針において、当該事業の目標を８３．０％に設定） 

本市の算出の考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・出産後間もない時期の産後うつ病、育児ノイローゼや育児の協力者がおらず、孤立感や育児不安を抱える家庭等、養育支援を必要とす

る家庭に対して保健師又は助産師が訪問して、安定した養育が可能となるよう育児支援を行う。 
 ・支援の期間は、妊婦は母子健康手帳交付時等対象者を把握してから原則出産予定まで、産後の養育者は３か月健康診査受診までとする。 
  
  

養育支援訪問事業 

 
 ・妊婦訪問延数 １６０人 
・養育者 訪問延数 ２，６５１人     合計 ２，８１１人 

◆ 実 績（平成２４年度） 

量の見込みの算出 

≪国の基本指針（案）における規定≫ 
児童福祉法に規定する要支援児童及び特定妊婦並びに要保護児童の数等を勘案して、計画期間内における適切と考えられる目標事

業量を設定すること。 
 

 
・提供区域   市全域 
・量の見込み  ２，９７５人 
      （平成３１年度） 

量の見込み（暫定値） 
 
・平成２４年度の訪問実績と訪問ケース伸び率（過去５年間）をかけた人数に 
同年の１人あたりの平均訪問回数を掛け合わせて量の見込みを算出。 

本市の算出の考え方 


